
起業時の年齢区分 助成率 助成額の上限 

 60歳以上（40～59歳）の場合 ２／３（１／２） 200万円（150万円） 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

生涯現役起業支援助成金 のご案内 

LL300401雇企01 

これから起業を行う皆さま 
事業を開始して間もない法人事業主または個人事業主の皆さまへ  

起業時の年齢区分に応じて、計画書の計画期間内（12か月以内）に要した「雇用創出措置に係る
費用」に、以下の助成率をかけた額を支給します。 

＜助成額＞ 

（※１）本助成金の対象労働者は、計画期間内に新たに雇用保険被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者

を除く）として雇い入れられた方であって、65歳以上まで継続して雇用される見込みがある方となります。 

▶「雇用創出措置に係る費用」とは？ 

募 集 ・ 採 用 
に関する費用 

▶ 民間有料職業紹介事業の利用料     ▶ 求人情報掲載費用  

▶ 募集・採用パンフレットなどの作成費用 ▶ 就職説明会の実施に関する費用 等 

教 育 訓 練 
に関する費用 

▶ 対象労働者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための教育訓練、 

    資格取得、講習に要する費用 

（注１）計画期間内の初日から支給申請日までに支払いを行った費用が対象となります。 
（注２）出資金・資本金、人件費、各種税金、備品購入費等の費用は対象外となります。 

起業日の年齢が40歳以上の方が、「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、

事業運営のために労働者（※１）を新たに雇い入れた場合、その募集・採用や

教育訓練の実施（「雇用創出措置」）に要した費用の一部を助成します。 

自らの就業機会の創出と、生涯現役社会の実現に向けて… 

１．雇用創出措置助成分 

＜主な要件＞ 

 この助成金は、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者（40歳

以上）の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「1. 雇用創出措置助成分」

に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「2. 生産性向上助成分」があります。 

□ 起業日から起算して11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受け
ていること。 

□ 事業継続性の確認として、以下の４事項のうち２つ以上に該当していること。 
① 起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受け
ていること。 

② 起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。 
③ 起業にあたって金融機関の融資を受けていること。 
④ 法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める
割合が40％以上あること。 

□ 計画期間内（12か月以内） に、対象労働者を一定人数以上新たに雇い入れること（※２）。  
 （※２） 60歳以上の者を１名以上、40歳以上60歳未満の者を２名以上または40歳未満の者を３名以上 
        （40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可） 

□ 支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。 

□ 起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の 
数を超えていないこと。 など 



※本助成金の活用にあたっては、このリーフレットに記載されていない要件や取扱いが

ございます。ご不明な点や詳細は、最寄りの労働局またはハローワークへお問い合わせ

いただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

（ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html ） 

｢雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経

過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が６％以上である場合には、

｢１. 雇用創出措置助成分｣ の助成額の１／４の額を別途支給します。 

＜主な要件＞ 

【例】雇用創出措置に係る助成金の支給額が100万円であった場合には、 

   その１／４の25万円が 生産性向上に係る助成金として別途支給されます。 

２．生産性向上助成分 

□ 雇用創出措置に係る助成金を受給していること。 

□ 支給申請時点において「雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。 

□ 雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用
保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。 など 

３．受給手続きの流れ 


